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令和６年大船渡市教育委員会第８回定例会会議録 

 

１ 日   時 

令和６年８月27日（火） 午後２時から午後３時まで 

 

２ 場   所 

大船渡市役所 教育委員会会議室 

 

３ 出席委員の氏名 

教 育 長   小 松 伸 也 

教 育 長 職 務 代 理 者   柏 崎 正 明 

委        員   村 谷 志 保 

委        員   鈴 木 晴 紀 

委        員   清 水 恵 子 

 

４ 説明等のため出席した職員 

教育次長兼教育総務課長   伊 藤 真紀子 

学 校 教 育 課 長   佐 藤 和 生 

 

５ 議    事 

議案第１号 令和６年大船渡市議会第３回定例会に提案する、教育に関する事務につい

て定める議会の議決を経るべき事件の議案を作成することについて 

 

６ 報告事項 

（教育次長兼教育総務課長） 

① 学校統合協議の進捗状況について 

② 令和６年度大船渡市立博物館 教育普及事業 「自然観察会～大窪山の虫たちをさが

そう～」の実施結果について 

③ 令和６年度文化財講演会の実施について 

④ 令和６年度大船渡市立博物館燻蒸業務に伴う臨時休館及び個人所蔵資料くん蒸サー

ビスの実施について 

（学校教育課長） 

① 夏休み中の児童・生徒の様子について 

② 令和６年度銀河連邦こども留学交流事業の実施結果について 

③ 令和５年度学校給食費徴収金の収納状況について 

 

７ 会議の大要 

（教育長） 

・令和６年大船渡市教育委員会第８回定例会の開会を宣言する。 

・令和６年第７回定例会の会議録について、質問、意見を求めた結果、教育委員の承認

を得る。 

・諸報告事項について、事務局等の説明を求める。 
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（教育次長兼教育総務課長） 

・別添資料等により報告する。 

（学校教育課長） 

・別添資料等により報告する。 

（教育長） 

・他に追加報告がないことを確認後、報告事項についての質問、意見を求める。 

（教育長職務代理者） 

・学校給食費の就学援助費受給対象者は全体の何％ぐらいか。 

（学校教育課長） 

・就学援助費受給対象者は、令和３～５年度は25％前後となっている。 

（教育長職務代理者） 

・プールでのトラブルの内容はどのようなものか。 

（学校教育課長） 

・子ども達がふざけあっている中で起きたトラブルである。双方の子どもから事実関係

を確認し、その保護者に伝えるとともに、子ども達には適切な指導をした。また、プ

ールの入り方等について、学校から全保護者に対して、改めてメールにより周知した

と聞いている。 

（教育長職務代理者） 

・プール内であれば、命に係わる案件となる。 

（教育長） 

・夏休み中の子どもたちの様子の詳細については資料のとおりである。 

・WGBT指数を基に、部活動の中止や活動時間を変更するなど、各中学校で熱中症対策を

行っていたようである。 

・小学校のプール開放については、開放条件等に違いがあるため、各小学校で開放日数

に差があるようである。 

（教育長） 

・その他、質問、意見がないことを確認後、諸報告を終了する。 

（教育長） 

・開議を宣言する。 

・日程第１、会期の決定について、会期を１日とする。 

（教育長） 

・日程第２、議案第１号についてであるが、資料が部外秘であることから秘密会にした

いと考えるがよろしいか。 

（教育委員） 

・異議なし。 

（教育長） 

・それでは、会議規則第13条第１項の規定により、議案第１号は秘密会とする。 

一般傍聴人は退席を願う。 

～議案第１号 令和６年大船渡市議会第３回定例会に提案する、教育に関する事務につ

いて定める議会の議決を経るべき事件の議案を作成することについて、秘密会のため会

議録省略～ 

（教育次長が説明し、教育長が採決を諮る。全員異議がなく、議案第１号は原案どおり

承認される。） 
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（教育長） 

・秘密会を解き、会議を続行する。 

・その他、質問・意見、追加議案がないことを確認後、議案審議を終了する。 

・令和６年大船渡市教育委員会第８回定例会の閉会を宣言する。 

 

 

会 議 録 作 成 者  教育長   小 松 伸 也 

 

 

会 議 録 署 名 者  教育長 

 

教育長職務代理者 

 

委 員 

 

委 員 

 

委 員 

 


